
/

出雲区自主防災会規約

(名  称 )
第 1条 この会 は、出雲 区 自主防災会 と称す る。

(こ の事務所 の所在地 )

第 2条 本会 の事務所 は、会長 の住所 に置 く。

(目  的 )
第 3条 本会は、住民の隣保協同の精神に基づ く自主的な防災活動を行 うこと

により、災害による被害の防止及び軽減を図ることを目勤 とする。

(事  業 )
第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行 う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 災害の予防に関すること。
(3) 災害の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、
避難誘導等応急対策に関すること。

(4) 防災議1練 の実施に関すること。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事項。

(会  員 )
第 5条  本会は、出雲地区の世帯をもつて構成する。

(構 成 )
第 6条  本会は、自主防災組織の機構 として、次の部署を設ける。
(1) 情報収集班
(2) 消火班
(3) 救出班
(4) 救護班
(5) 避難誘導班 ‐

(6) 給食給水班

(役  員 )
第 7条  本会に次の役員を置 く。
(1) 会長      1名
(2) 副会長    1名
(3) 班長     6名
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(1) 総会に審議すること。
(2) 総会により委任されたこと。
(3) その他役員が特に必要と認めたこと。

(防災計画 )

第 13条  本会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作
成する。

2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)災 害発生時における防災組織の編成および任務分担に関すること。
(2)防 災意識の普及に関すること。
(3)防 災謝1練の実施に関すること。
(4)災 害発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出
救護及び避難誘導に関すること。       ―

(5)そ の他必要なこと。

(会計年度 )

第 14条 会計年度は、毎年 4月 1日 に始まり、 3月 31日 に終わる。

(会計監査 )

第 15条 会計監査は、毎年 1国会計監査が行 う。ただし、必要がある場合は、
臨時にこれを行 うことができる。

2 会計監査は、会計監査の結果を総会で報告 しなければならない。

(会員Jの変更 )

第 16条 本会の会則は、総会の決議を経て変更するしただし、緊急を要する
場合は、役員会の決議で変更 し次期総会において承認を得ることと

する。

附 則

この規約は平成 19年  5月  6日 から施行する。


